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                国立大学法人長岡技術科学大学 中期目標・中期計画一覧表 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 

（前文）大学の基本的な目標 
  昭和５１年、社会的要請に応えるため、大学院に重点を
置いた工学系の新構想大学として創設された本学の使命
は、健全な社会の発展に必要な学問技術を創造・構築する
とともに、これに携わる独創的・指導的な能力ある人材を
育成し、かつ開かれた大学として社会に貢献することにあ
る。 

  本学の目標は、「技術科学大学」という名に示されている
とおり、「技学」すなわち「現実の多様な技術対象を科学の
局面から捉え直し、「学理」と「実践」の融合から、技術体
系を一層発展させる技術に関する科学」の創出を目指し、
教育研究を行うことである。 
このような観点から、主として高等専門学校卒業生を受
け入れ、学部－大学院修士課程の一貫教育体制の下で、社
会の変化に柔軟に対応できる豊かな実践的・創造的能力を
備え、人間性に富んだ指導的技術者を養成するとともに、
社会構造の変化に対応した高度な実践的研究を展開し、産
学共同教育研究の推進など広く社会との連携協力を図ろう
とするものである。 

 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 
 １ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、平成１６年４月１日から平成２２年
３月３１日までの６年間とする。 

 ２ 教育研究上の基本組織 
   この中期目標を達成するため、別表に記載する学部、研
究科を置くものとする。 

        
 
 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置 
（１）教育の成果に関する目標 （１）教育の成果に関する目標を達成するための措置  
○学部―大学院修士課程を通じての目標 
・高等専門学校卒業生や専門高校卒業生等を幅広く受け入れ、
個々の学習歴に応じたきめ細かな教育を行うことにより、
実践的・創造的能力を備えた指導的技術者を育成する。 

○学部－修士一貫教育における具体的方策 
・第１学年入学者が第３学年進級時に、専門的知識を修得した高等専門学校からの第３学年
編入学者と同等の専門的知識を修得できるよう、カリキュラムを改善・充実する。 
・国際化等を踏まえ、実務訓練（インターンシップ）について、海外実務訓練を充実する。 
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・自然環境、人類の文化的・経済的活動など、技術科学をと
りまく諸事情を理解し、広い視野を持って人類の幸福と持
続的繁栄に技術科学を応用する意義を正しく認識した技術
者を育成する。 

・技術科学の開発と実践につき、社会に対する責任を自覚し、
説明する能力を有する技術者を育成する。 

・地域、国家、国際的規模で技術科学の開発を実践する視野
を持ち、また、その基礎となる意思疎通能力を有した技術
者を育成する。 

・社会の変化に対応し、新しい情報を柔軟に取り入れること
ができ、生涯を通じて自己の能力を高めることができる技
術者を育成する。 

・技術科学の専門分野に関し、確固たる基礎知識に立脚した
専門性と応用力を有した技術者を育成する。 

・新しい技術科学分野を開拓する創造力を有した技術者及び
研究者を育成する。 

 
○大学院修士課程における目標 
・高等専門学校専攻科修了生等を対象とした高度な実践的技
術者養成を行う。 

 
 

○大学院博士後期課程における目標 
・社会からの要請に応じ、新たな領域分野の人材養成プログ
ラムの創始・強化を図る。 

・従来の博士課程における人材養成に加えて、企業における
研究ないし開発を管理し、組織化できる指導的人材の育成
を図る。 

 ・より高度の研究・開発を担うことのできる研究者、技術者
を養成する。 

 

・学士課程では JABEE（日本技術者教育認定機構）資格認定の導入を推進する。 
・技術革新に対応できる力をつける教育を行うため実験・実習等の内容を充実する。 
 
○教養教育における具体的方策 
・教養教育科目について、柔軟で的確な判断力を育成するため、人文・社会科学系科目を充
実し履修方法の改善を行う。 

 
○基礎自然科学教育における具体的方策 
・多様な学習歴の入学者に対し、「技学―技術科学」のどの分野でも最低限必要な基礎学力
を身につけさせるような教育体制を強化する。 

 
○外国語教育における具体的方策 
・英語教育について資格試験等の具体的目標を取り入れる等、授業の充実を図る。 
・学部３・４年、修士課程を通じて英語力の向上を図る。 
・第二外国語については、開講言語の多様化を推進し、広い国際的視野を培う。 

 
 
○大学院修士課程の教育における具体的方策 
・柔軟な総合的判断力を育成するため、共通科目として人文・社会科学系科目を充実する。 
・可能な分野においては、実務訓練内容と最先端研究を関連づけた教育、柔軟で幅広い視点
の思考方法の養成について、周辺分野と連携した教育指導体制の改善・充実を行う。 
 

○大学院博士後期課程の教育における具体的方策 
・大学院修士課程の経営情報システム工学専攻の教育・研究をより高度化し、またバイオテ
クノロジーに関する教育を更に拡充強化するための体制を充実する｡ 

・研究能力の高度化を図るため、複数教官による指導、プロジェクト研究・共同研究への参
画等、教育・研究指導体制を充実強化する。 
・学会での研究成果の積極的発表及び質の高い学術雑誌への論文投稿を推進する。 
・優れた研究計画への研究費配分等専門分野での自主的な研究活動を支援する。 

 
 

（２）教育内容等に関する目標  （２）教育内容等に関する目標を達成するための措置 
○アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に関する基本
方針 
・アドミッション・ポリシーを公表し、これに応じた適切な
入学試験を実施する。 

・外部からの進学者を含めた多様な学生の受入れと入学者の
質の向上をめざし、選抜方法の多様化を推進する。 

○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 
 
・大学全体のアドミッション・ポリシーに応じて、各課程・専攻についてもアドミッション・
ポリシーを定め、大学案内、ホームページ等を利用して公表する。 

・本学の入試情報については、学生募集要項、大学案内等の冊子を適切に配布するとともに、
本学のホームページの充実や広報誌の発行等により広く情報を伝達する。また、電子メー
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・入学者選抜方法の改善に努め、また、入試情報を積極的に
発信する。 

 
・高等学校、高等専門学校等との連携を強化し、質の高い学
生の獲得に努める。 

・留学生及び社会人学生の受入れを拡大する。 
 
 
 
 

○教育課程に関する基本方針 
・学理と実践の融合による教育を目指し、学部－修士一貫教
育を基本とし、技術科学の応用の意義を理解させ、高度の
知識や技術、能力を備えた技術者・研究者を効果的に育成
するために合理的な教育課程の編成と改革をめざす。 

 
 
・優秀な大学院生が､複眼的視野や複合領域における思考・研
究能力を獲得することができるシステムを確立する。 

・修士課程に高等専門学校専攻科を修了した社会人を対象と
した新しいプログラムを設ける。 

ルの活用等を含めて入試相談体制を充実する。 
・第１学年入学対象者については、オープン・キャンパス（大学見学・説明会）充実により
本学に関する情報を提供するとともに、高校生・高校教員等の学内見学を受け入れ、高等
学校側との意思疎通を図る。また、高大連携事業（スーパーサイエンスハイスクール等）
の活動を充実する。 

・第３学年入学対象者については、オープン・ハウス（高等専門学校学生対象のインターン
シップ）、オープン・キャンパスの充実や出前授業の積極的実施により本学の教育内容・
研究環境を紹介するとともに、本学教員による高等専門学校訪問や高等専門学校教員との
教員交流集会を積極的に行い、高等専門学校側との意思疎通を図る。 

・高等学校・高等専門学校の学生・教職員等に対する意識調査及びその分析を通じて、相互
理解を深める。 

・第１学年入学対象者、第３学年入学対象者のみならず、他大学卒業見込み者をも対象とし
た大学院に関するホームページその他の広報を充実し、教育研究情報の積極的提供を行
う。 

・第１学年入試において、専門高校等向けの推薦入試との整合性を考慮しつつ、普通高校及
び中等教育学校卒業（見込み）者の推薦入試を検討するとともに、高校２年生修了見込者
の受験の可能性やアドミッション・オフィス（ＡＯ）入試の導入を検討する。 

・多様で質の高い入学者を獲得するため、入学者の選抜試験における成績と入学後の成績等
の調査を継続的に実施し、入学者選抜方法の改善に反映させる。また、入学志願者の資質
を適切に評価するため潜在的能力の評価を含めた面接の方法などを工夫する。 

・高等専門学校専攻科の教育に協力するプログラムの導入を検討し、高等専門学校専攻科か
ら大学院に受け入れる学生の質の向上を図る。 

・外国人留学生の受入れに関し、学術交流協定校との連携強化、遠隔試験、渡日前入学許可
を実施する。ＡＯＴＳ（海外技術者研修協会）経由の受入れ、ツイニング・プログラム（海
外の大学との連携教育プログラム）の実施に加え、日韓共同理工系プログラムにも配慮し、
全学生に対する留学生の比率を１割程度まで高めるように努力する。 
 

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 
・学部－修士一貫教育を推進するため、学士課程と修士課程の連動したカリキュラム編成を
充実し、コース制の導入を推進する。 

・教育課程の編成において、企業等に役立つ技術者を養成するという視点を強化するための
新たな取り組みを行う。 

・開設授業科目、カリキュラム編成、履修方法を定期的に見直し、必要な改善を行うことに
より、教育の高度化を図る。 

 ・大学院課程においても、幅広い知識を身に付けるためのカリキュラムの充実を図る。 
 
 ・修士課程において、高等専門学校専攻科修了の社会人に対して、専攻科教官、社会人が所
属する企業と本学教官が連携協力し、企業の意向を反映した高度職業人養成のための教育



 4

 
・博士後期課程において、社会人に対する教育を強化する。 
 
・留学生に対するきめ細かな教育課程を整備する。 
 
 

○教育方法に関する基本方針 
・多様な学生に応じた効果的な教育方法の実現を通じて、学
生の興味と理解を高め、学力を向上させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○成績評価等に関する基本方針 
・適切な評価基準を設定して公表し、これに基づいた公平か
つ合理的な成績評価を実現する 

 

を推進するための体制を整備する。 
 ・博士後期課程において、技術士等国際化に対応した高度専門職業人資格取得も視野に入れ
るなど社会人に対する教育体制の整備を行う。 

 ・留学生の日本語能力に応じた日本語や日本事情の効果的な教育の充実を図る。 
・教官の留学生アドバイザー制の実施によるきめ細かな指導を図る。 
 
○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策 
・課程・専攻ごと及び各授業初回のガイダンスを工夫して、学生への授業の情報提供を充実
する。 

・学力のレベルに応じた能力別クラス編成や学習歴に応じた履修指導、少人数教育、学力不
足の学生への補習教育を強化する。 

・授業担当教員間の連携を図り、実験・演習を含む講義等授業相互の関連づけと系統化を進
め、その内容を学生に周知する。 
・進級の基準をより明確にし、学生への個別指導体制を充実する。 
・学生と教員との接触の機会や時間を増やし、きめ細かな指導を行えるよう、オフィスアワ
ーの充実や活用、学級担任制の充実を図る。 
・大学院課程において、複数教員によるアドバイザー制を充実する。 
・学内授業へのｅラーニングの積極的活用、他大学との単位互換の一層の推進等、教育方法
の多様化を推進する。 
・シラバスについてわかりやすさや統一性等を考慮して改善し、内容を充実する。 
 

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 
・各講義の達成目標と成績評価基準を明確にし、その公表を推進する。 
・成績評価基準及び単位認定基準の客観性、厳格性、透明性を高めるシステムを構築する。 
 

（３）教育の実施体制等に関する目標 （３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 
○適切な教職員の配置等に関する基本方針 
 ・社会の要請に応じ効果的・効率的な教育を実施するための
適切な教職員の配置を行う。 
・教養教育を効果的に実施するための教員体制を整備する。 
 
・専任教員の教育活動を効果的に補助する体制を整備・充実
する。 
 
 
 
 
 

○適切な教職員の配置等に関する具体的方策 
 ・新たな教育プログラムの実施、その他教育の進展等に適切かつ柔軟に対応するため、学内
定員を見直し、再配置等を行う。 
・教養教育を担当する組織間の連携を強化し、他の教員も参画する教養教育の責任体制の組
織を整備する。 
・学部における実験・実習等の科目、1・２年の自然科学系科目の補習教育、基礎的教育な
どにティーチング・アシスタント（ＴＡ）の有効活用を図る。 

・学部及び大学院における実践的教育の効果的支援体制として、シニア・テクニカル・アド
バイザー制度（学外の熟練技術者により学生実験・演習の指導・助言を行う制度）の充実
を図る。 

・大学院における自主的、独創的な技術開発能力育成のため、企業等と連携した教育体制の
整備・充実を図る。 
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○教育環境整備に関する基本方針 
・ＩＴ（情報技術）の進展に対応し、施設・設備等のハード
面を整備するとともに、ソフト面を充実する。 

 
 
 
 
 
・基礎的技術、実用的技術、先端的技術を体験するための実
験・実習環境を整備・充実する。 

・安全に配慮した教育環境を整備する。 
 
 

○教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針 
・教育の質の改善のために計画・実行・評価・改善のシステ
ムを確立する。 

 
・教育の質を確保するために必要な情報の整備に努める。 
 

 
○教材、学習指導法等に関する研究開発等に関する基本方針 
・教育方法等の研究・研修についての組織的な取り組み（FD）
を充実する。 

 
 
 
 
 

○その他の教育実施体制に関する基本方針 
・高等専門学校卒業生の受入れから学部―大学院修士課程ま
での一貫した教育を効果的に実施する体制を高等専門学校
との協調によって推進する。 

・海外の大学等との国際的連携を充実強化し、よりグローバ
ルな教育ネットワークの形成を目指す。 

○教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策 
・図書館におけるＩＴ学習環境を整備し、電子ジャーナル等の充実、検索データベースの高
度化を図る。 
・ＩＴ等を活用した教育設備・機器の導入を進め、講義室等の教育機能の高度化を図る。 
・学生の個別学習を支援するため eラーニングシステムのコンテンツ作成支援環境の整備を
進める。 
・他教育機関（高等専門学校、他大学）との教育交流を効率的に行うため、遠隔授業、e ラ
ーニング関連システムの充実、保守・運用体制を整備する。 

・高度な分析計測装置、工作機械等の機器・設備の利用を支援する技能教育プログラムを整
備、充実する。 

・学生の実験研究の安全に配慮して、設備・機器等の改善・整備、配置の適正化、その他必
要な環境の整備に努める。 
 

○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策 
・全学的な教育改善組織を活用して、教育の計画的・組織的な評価・改善を行う。 
・卒業・修了後数年を経た卒業・修了生及びその就職先の企業へのアンケートを定期的に実
施する。 

・教育の質的向上に係わる有用情報として、他大学等における授業評価アンケート結果、成
績評価基準等、教育改善に資する各種資料を収集し、整備する｡ 

 
○教材、学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策 
・教材、教育方法、学習指導法などについて各課程・専攻において検討するとともに、全学
的にも研究開発し、その成果を共有し実践するためのシステムを確立する。 

・学生に対する授業評価アンケート、学部卒業及び修士課程修了時の修得度自己評価アンケ
ート等を継続的に実施する。 

・新任教員に対し、大学の理念、教育・研究方針等について必要な研修を全学的に実施する。 
・eラーニングにおけるコンテンツ作成のノウハウを蓄積し、共同利用を可能にする。 

 
○学部・研究科等の教育実施体制に関する特記事項 
・高等専門学校と本学の学部―大学院を通した一貫教育の実施のため、両者による教育内
容・方法に関する協議・連携の強化を図る。 

・海外の大学等との教育交流に関して学術交流協定の拡充、遠隔授業、単位互換を積極的に
推進する。 

・大学院を含めたツイニング・プログラムによる留学生の教育等、海外における教育拠点の
形成を目指す。 
 

（４）学生への支援に関する目標 （４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 
○学生の学習支援に関する基本方針 ○学生の学習支援の具体的方策 
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・学生の学習に対する相談・助言体制を整備する。 
 
 
・成績優秀者に対する表彰制度を整備する。 
 
・学生の学習環境を整備する。 
 
 
 

○学生の生活支援等に関する基本方針 
・学生の生活支援体制等の整備を図る。 
 
 
 
・学生宿舎、福利厚生施設等の整備を図る。 
・学生向け情報サービス機能の整備を図る。 
 
・課外活動の活性化を図る。 
・就職支援機能の強化を図る。 
 

・研究室配属前の学生に対して、教員による学習に関する相談・助言制度を改善・充実する。 
・必要に応じ、学資負担者に学生の学習状況を通知する等の方策を講じ、指導教員等との連
携により問題行動を早期に把握し、学生の学習に対する相談・助言体制の整備を図る。 

・修士論文及び国際会議等での発表・論文等において特に優秀と認められる学生に対する表
彰制度を整備・充実する。 
・年次計画により、全講義室等に冷暖房設備を完備する。 
・学生の自学自習の便宜のため、ＩＴ環境にも配慮した自習室の整備・充実を図る。 
・授業で使用する参考図書を整備・充実する。 
 

○学生の生活支援等の具体的方策 
・あらゆる問題に対応できる総合的な学生相談窓口を設置する。 
・大学独自の奨学金制度について検討する。 
・外国人留学生の民間アパート借受等の際の保証人に関して、機関保証制度を検討する。 
・学生宿舎等の整備・充実、その他居住環境の改善を図る。 
・学生宿舎等のバリアフリー化を推進する。 
・学生向け教務情報、学生生活情報を提供し、また、教職員と学生間のコミュニケーション
を総合的にサポートする電子情報システムの構築を図る。 
・課外活動の活性化を図るため、課外活動施設等の整備・充実を図る。 
・就職活動支援のための教員と事務局との連携体制を強化する。 
・専門家によるカウンセリング体制を含めた組織的な学生相談体制を計画的に整備・充実す
る。 

・経済的に困難な学生に対し、学内において勉学に支障のないような、教育・研究、事務等
の補助的業務の雇用機会の提供を拡大する。 
 

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 
○目指すべき研究の方向性に関する基本方針 
・「技学」の実践を理念とし、先端的研究、融合領域的研究に
おいて、いくつかの分野で世界的水準をリードし、我が国
の技術革新に資する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

○目指すべき研究の方向性 
・「材料」、「情報」、「エネルギー・環境」及び「バイオ」の分野における先端的研究を推進
する。 

 
○大学として重点的に取り組む領域 
・「材料」の分野においては、情報、エネルギー・環境に関する技術革新を担えるナノ材料
の創製、「情報」においては、多様化・高機能化情報処理・通信に向けた処理・通信技術
の創出と革新的材料の創製、「エネルギー・環境」においては、エネルギ―と環境の調和
を図った技術の開発、地域性を考慮した快適安全工学の創成、「バイオ」分野においては、
バイオ資源の活用、エネルギー・環境と関連させたバイオ技術に関する研究に重点的に取
り組む。 
  特に、２１世紀ＣＯＥプログラム（卓越した研究拠点）で採択された「材料」及び「エ
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○成果の社会への還元等に関する基本方針 
・技術科学におけるシーズの発信、その他研究成果の社会へ
の積極的発信及び企業や外部研究機関との共同研究を推進
し、地域連携研究等を通じ地域においても先導的役割を果
たす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・特にアジア、中南米の諸大学・研究機関との国際的研究交
流を図り、その拠点としての役割を目指す。 

 
○研究の水準・成果の検証に関する基本方針 
 ・研究活動及び研究成果について、学外からの評価・検証シ
ステムを確立する。 
 
 

ネルギー・環境」の分野での世界的研究教育拠点を形成する。 
 
○研究水準向上のための具体的方策 
・将来の技術科学の発展のためのシーズとなる萌芽的研究の推進も重点課題とする。 
・若手研究者の育成のために、若手研究者を全国的規模のプロジェクト研究、国際研究集会
等に積極的に参加させ、主要な役割を果たさせることにより、プロジェクトのリーダー的
役割を担える人材の育成を図る。 
・国際会議、シンポジウムなどを積極的に開催する。 

 
○成果の社会への還元に関する具体的方策 
・プロジェクト研究等で得られた成果を、ホームページやシーズ集、その他出版物の発行を
通じて公開するとともに、シンポジウム、研究報告会等を学内外に向けて開催するなど積
極的に発信する。 

・成果を基礎として、企業や外部研究機関等との共同研究を推進し、産業の発展に寄与する。 
・企業のニーズに対応する技術開発を推進するため、学内の施設を提供するとともに、企業
の研究者・技術者を受け入れ、共同研究を積極的に展開する。 

・社会人の研修生・研究生・大学院生等あるいはポスドクを積極的に受け入れ、研究活動に
参画させることにより、若手研究者の資質向上を図るとともに我が国の技術・科学の進展
に寄与する。 

・特許を取得する積極的な姿勢、いわゆる特許マインドの育成を図るとともに、大学発の技
術を利用したインキュベーション活動を積極的に推進する。 
・先端技術について分かりやすく解説する一般市民向けの講座を充実する。 
・特に、アジア、中南米諸国における大学や研究機関との国際シンポジウムや研究協力をＣ
ＯＥを中心に推進し、これら地域の研究活動の活性化に資し、国際的還元を図る。 

 
○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策 
・外部評価委員に外国人研究者を加えるなど適切な外部評価方法を確立する。 
・外部評価の一方法として、公開シンポジウムなどを積極的に開催する。 
・大型プロジェクトについては、成果を公表するだけでなく、評価・検証結果を学外へ積極
的に公表する。 
 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 （２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 
○研究者等の配置に関する基本方針 
・社会のニーズや研究の進展に即応した弾力的な研究者等の
配置を実現する。 
 
 
 

○適切な研究者等の配置に関する具体的方策 
・学長の主導により、新たな領域・分野に機動的に研究者等を配置するための定員留保制度
を導入する。 

・研究センターについては、再編も含めた見直しを行い、機能的に研究が行える組織及び人
員配置体制を整備する。 

・プロジェクト研究を含む分野横断的研究については、系・センターを越えた流動的な研究
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○研究資金の配分システムに関する基本方針 
・研究資金を効果的に活用するための全学的な配分システム
を整備する。 
 
 
 
 

○研究に必要な設備等の活用・整備に関する基本方針 
・研究に必要な設備等の活用・整備、研究を支援する図書館
機能の充実を図る。 

 
 

 
○知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する基本方針 
・知的財産本部を設置し、知的財産の創出、取得、管理及び
活用に全学的に取り組む。 

 
 

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための基
本方針 
・評価内容・方法の改善・充実と評価結果の活用を進める。 
 
 

○全国共同研究、学内共同研究等に関する基本方針 
・学外との研究交流や学内共同研究を一層推進する。 

者配置を行える体制の整備について検討する。 
・リサーチ・アシスタント（ＲＡ）などの研究補助者の重点的配置と積極的活用を図る。 

 
○研究資金の配分システムに関する具体的方策 
・萌芽研究及び基礎研究並びに東南アジアなどの諸外国の大学や高等専門学校との共同研究
に対しても研究費の配分を行う。 
・ポスドクなど若手研究者に対して学内公募制に基づく研究費配分を行う。 
・オーバーヘッド制（外部資金の一部を全体的経費としてプールする制度）等の導入を含め
た研究資金の全学的活用方策を検討する。 
 

○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策 
・IT 利用環境の一元的な整備を図る。 
・共同利用が可能な各種大型試験機器や大型分析装置などの研究設備の充実に努める。 
・図書館の電子図書館化を更に推進する。 
・高等専門学校に対する拠点図書館機能の充実を図る。 

 
○知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策 
・知的財産ポリシー、利益相反ポリシー及び責務相反ポリシーを確立する。 
・研究者の特許出願支援に必要なシステムを整備する。 
・大学帰属とする特許の有用性を評価するシステムの構築を図る。 
 

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策 
・発表論文、特許などの質を考慮した評価システムの構築を図る。 
・研究者に対する評価結果の有効なフィードバック・システムを確立する。 
・評価結果を資源配分に有効に反映させるシステムを整備する。 
 

○全国共同研究、学内共同研究等に関する具体的方策 
・各研究領域ごとに定期的に行う高等専門学校・長岡技術科学大学教員交流研究集会の充実
を図る。 
・スペース・コラボレーション・システム（通信衛星を利用した遠隔教育システム）及び e
ラーニングシステム（情報技術を活用した教育システム）を活用した研究交流を推進する。 

・研究領域を超えた学内共同研究プロジェクト等を積極的に推進する。 
 

３ その他の目標 ３ その他の目標を達成するための措置 
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標 （１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置 
○社会との連携・協力、社会サービス等に関する基本方針 
・地域の要請に応じて、人材その他の資源を積極的に提供す
る。 

○地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策 
・各種審議会等へ委員として参画するなど地方公共団体等に対する協力を推進する。 
・特殊あるいは大型の研究設備を、適切な技術指導のもとで学外の利用に供する。 
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○産学官連携の推進に関する基本方針 
 ・全学的な産学官連携体制を整備する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国際交流等に関する基本方針 
・人材育成面、研究面及び地域での国際交流の推進、国際貢
献の充実を図る。 

 

・社会のニーズに応える魅力ある公開講座、技術開発懇談会、高度技術者研修などの研修会
等を開催し、他大学等との連携も考慮し、社会人への教育サービスを継続・充実する。 
・技術展示会、フォーラム等、地域社会の行事などに積極的に参加する。 

 
○産学官連携の推進に関する具体的方策 
・学内教員の研究成果（特許、論文、研究技術紹介など）の外部発信機能を充実する。 
・産学官の研究交流会や研究発表会を定期的に実施する。 
・経営指導、開発研究支援などのインキュベーション機能を強化する。 
・民間企業等からの技術相談に適切に応じる学内システムを構築するなど産学リエゾン機能
を強化する。 
・地域の技術者ネットワークを活用した地域技術者との交流を推進する。 
・産業界等社会との連携に資するセンター等の一元的管理体制の整備を図る。 
・企業との間で技術交流等の包括的な協定の締結を計画的に推進する。 

 
○国際交流等に関する具体的方策 
・質の高い留学生の受入れに関する支援体制を強化し、全学生の１割程度を受け入れること
を目指す。 

・国際交流協定大学・研究機関との学術交流を積極的に進めるとともに、人材育成面で、ツ
イニング・プログラムや海外実務訓練等の充実を図る。 

・留学生と日本人学生との交流や地域社会との交流の機会を拡充し、地域社会の国際化に資
する。 

・アジア・中南米諸国の教育研究機関との連携のもと、国際的な教育研究拠点の形成を図る。 
・外国人研究者の受入れ体制を整備・充実するとともに、学術研究交流を推進し、研究水準
の向上を図る。 

 
（２）附属病院に関する目標 本学該当なし 
 

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 本学該当なし 

（３）附属学校に関する目標 本学該当なし 
 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 本学該当なし 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 運営体制の改善に関する目標 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 
○機動的・戦略的な大学運営に関する方針 
・学長を中心とした機動的・戦略的な大学運営を遂行できる
体制を整備する。 

 
 
 

○機動的・戦略的な大学運営に関する具体的方策 
・学長がリーダーシップを効果的に発揮できるよう、理事のほか、必要に応じ各種業務を担
当する学長補佐職を置き、学長補佐体制の強化を図る。 

・学長がリーダーシップを発揮し、各組織の教育研究をより活性化できるよう、予算、人的
資源、施設について流動的な配分を可能とする仕組みを整備する。 
・専門性を強化するため、顧問など学外有識者を活用する仕組みを導入する。 
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・各種委員会等の機能整備と効率的運営を図る。 
 
 

・各系の運営体制を強化するために必要な組織の整備等を行う。 
・各種委員会等の役割・機能を見直し、必要に応じ再編・統合を行うなどその効率化と機能
向上を図る。 
 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
○教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する方針 
・社会のニーズを的確に反映するためのシステムを構築する。 
 

○教育研究組織の見直しの方向性に関する方針 
・社会のニーズ及び科学技術の進展に応じた教育研究組織と
する。 
 
 
 
 

○教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策 
  ・高等専門学校・専門高校等や企業等の要請を教育研究組織に反映させるためのシステムを構築

する。 
○教育研究組織の見直しの方向性に関する具体的方策 
・高等専門学校や専門高校の要請等に基づき、連携を強化するとともに、教育形態の多様化に対応
した進学機会を提供するため、必要な教育研究組織の整備を図る。 
・社会の要請に応じた新しい形態の大学院教育について検討する。特に、高等専門学校専攻科修
了生を対象に、高等専門学校と連携したサテライトキャンパスによる修士課程プログラム
の実施を検討する。 
・研究教育の高度化に対応した教育研究組織の改善・強化を図る。特に21世紀ＣＯＥプログラム
の研究成果に基づく博士後期課程の必要な整備を図る。 
 

３ 人事の適正化に関する目標 ３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

○人員（人件費）管理システムに関する基本方針 
・全学的な人件費管理を行う。 
 

  
○教員人事に関する基本方針 
・学長の教員人事に対する関わり方を検討・実施することに
より、教育・研究体制の一層の充実を推進する。 

・適切な選考基準、選考手続等を確立する。 
 
・教員の流動性を促進するとともに、教員構成の多様化を推
進する。 

 
 
 
 

○事務系職員人事に関する基本方針 
・事務系職員の専門性強化に積極的に取り組み、企画力を高
める。 

 
 

○人員（人件費）管理システムに関する具体的方策 
・教育研究上の新たな需要に対応し、機動的、戦略的な人員配置を進めるため、全学一元的
な人件費の管理体制、管理方法を構築する。 

  
○教員人事の基本方針を達成するための具体的方策 
・技術科学の進展及び社会のニーズに対応した教育・研究体制の整備・充実を図ることを目
的に、教員人事については、学長を中心とした執行部の一元的把握の下に行う。 

・選考方法の公正・透明性を高めるために原則として完全公募制とし、採用、昇任の基準等
を明文化し、公表することを検討する。 
・教員に対する適切な任期制のあり方と戦略的な任期制の導入を検討する。 
・大学間あるいは高等専門学校、他の機関等との人事交流を推進する。 
・企業及び官公庁等の実務経験を有する者の教員全体に占める比率を概ね３割程度は確保す
るよう配慮する。 
・女性及び外国人の積極的採用を図る。 

 
○事務系職員人事の基本方針を達成するための具体的方策 
・専門性に配慮した適切な人事配置を行うこととし、計画的な人事を実施する。 
・質の高い高度な専門能力育成のため、業務別研修を実施するとともに、他機関等の研修に
も積極的に参加する。 

・優れた人材の確保・養成や人事の活性化を図るため、引き続き他大学等との人事交流を積
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○技術系職員人事に関する基本方針 
・専門性の強化と全学的な教育研究支援体制を確立する。 
 
 
 

○教職員に係る人事評価システムに関する基本方針 
・公正で透明性の高い人事評価を実施し、人事に反映させる。 
 
 
 
 
 
 

極的に行う。 
 

○技術系職員人事の基本方針を達成するための具体的方策 
・社会のニーズ、本学の教育・研究体制の特徴、効率的運営体制の整備・充実等の視点から、
技術系職員による全学的な教育研究支援体制について検討する。 
・資格・免許等の取得を積極的に奨励する。 

 
○教職員に係る人事評価システムを構築等するための具体的方策 
・優秀な教員を確保し維持するための厳正な能力・職責・業績等を反映させた、公正で透明
性のある人事評価システムを整備する。 

・事務局職員の士気の向上を図り、質の高い職員を確保し維持するための公正で透明性のあ
る人事評価システムを整備する。 
・人事評価の高い優秀な教員に対して、サバティカル制度の導入を検討する。 
・教職員の業績に基づく、インセンティブに富んだ適切な給与システムを整備する。 
・期末・勤勉手当における業績比例部分の増大と客観性・透明性のある評価システムを確立
する。 
 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
○事務処理の効率化・合理化に関する基本方針 
・社会の変化に対応し、事務処理の内容・方法・体制等を恒
常的に見直して、効率化・合理化を推進する。 

○事務処理の効率化・合理化に関する具体的方策 
・恒常的に業務内容を精選し、事務処理の方法等の見直しを行う。 
・業務内容、業務量を定期的に評価し、これに基づく人員の再配置を実施する。 
・事務処理要領等のマニュアルの整備により、業務の効率化を推進する。 
・事務分掌の恒常的見直しを行う。 
・迅速・機動的な事務処理、責任・権限の明確化を図る観点から、事務の権限委任に関する
あり方を検討し、整備する。 
・事務処理の効率化を図るための事務情報化を推進する。 
・他大学等と事務情報化の連携・協力を推進する。 
・業務のアウトソーシングの新たな導入を検討する。 
 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ  財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 
○外部研究資金その他の自己収入の増加に関する基本方針 
・外部研究資金その他の自己収入を増加させるための環境を
整備する。 

 

○外部研究資金その他の自己収入の増加の具体的方策 
・リエゾン機能を強化するなど、産学連携を一層推進する。 
・学内予算配分において、外部資金の獲得状況等を反映する傾斜配分を推進する。   

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 
○経費の抑制に関する基本方針 
・「行政改革の重要方針」（平成 17年 12 月 24 日閣議決定）に

○経費の抑制に関する具体的方策 
・総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成 21 年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。 
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おいて示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費
削減の取組を行う。 
・予算の効率的な執行と経常経費の削減を図る。 
 

 
 
・学内予算の早期編成による予算の計画的な執行を図るとともに、各業務における予算投入
額とその成果である目標達成状況を分析して予算配分に反映させる等、予算の効率的
な執行に努める。 

・学内向けの通知や通信について、電子メールの利用やウェブ化によるペーパーレス化を図
り経費の削減を図る。 

・集中型冷暖房から個別冷暖房への切り替えや、省エネ機器への切り替えの促進により経費
の削減を図る。 

 ・予算執行状況をリアルタイムで確認可能なシステムを導入し、学内各組織における予算管
理体制を強化するとともに、職員一人一人のコスト意識の徹底を図る。 
・業務委託契約の仕様内容等の見直しを行い、経費の削減を図る。 
・定型的な業務のアウトソーシングにより、人件費の抑制を図る。 
 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
○資産の運用管理に関する基本方針 
・外部資金等の安定的な運用を図る。 
 

○資産の運用管理に関する具体的方策 
・寄附金など外部資金等を安全･確実に運用管理するためのシステムを整備する。 
 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 Ⅳ  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 
１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 
○評価の充実に関する基本方針 
・自己点検・評価方法の改善・充実を図る。 
 

○評価の充実のための具体的方策 
・自己点検・評価を効果的に実施するため、評価事項等を定期的に見直し、改善を図る。 
・自己点検・評価に関連する統計資料等を整備し、充実する。 
・自己点検・評価結果のフォローアップ体制を確立する。 

２ 情報公開等の推進に関する目標 ２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 
○情報公開等の推進に関する基本方針 
・本学の活動状況等に関する情報を積極的に公開、提供する。 
 
・対象者に応じた広報システムを確立する。 

○情報公開等の推進のための具体的方策 
・本学の活動状況等に関する情報を整備し、外部へ積極的に公開・提供するための体制を強
化する。 

・学生とその保護者、卒業生、企業、一般市民など対象者別に広報誌を発行するなど、広報
活動を強化する。 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ  その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置  
○施設等の整備に関する基本方針 
  ・高度な教育研究活動に対応する質的水準を備えた施設環境
の実現を目指す。 

  ・社会や学術研究の変革に対応できるよう、弾力的、流動的
な利用が可能となる、柔軟性を持った施設の実現を目指す。 

・ 周辺の自然環境との調和や安全性に配慮しつつ、豊かな

○施設等の整備に関する具体的な方策 
 ・大学院の改組・充実を含めた教育研究の高度化に対応するスペース・機能を確保するため、

国の財政措置の状況を踏まえ、既存施設の改修を主体に、必要な施設整備の推進を図る。 
・産学連携を積極的に推進する施設の整備拡充及びインターネットを活用した遠隔教育を実
践的に推進するための施設整備の推進に努める。 

 ・学生生活支援、国際交流の積極的推進のため学生宿舎等の整備・充実に努める。 
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生活空間として、ゆとりと潤いを感じさせるようなキャ
ンパス環境の整備を目指す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○施設等の有効活用及び維持管理に関する基本方針 
 ・既存施設の活用、維持保全、運営管理等を一体的に行い、
良好な施設の機能を維持し、長期間有効に活用する。 
 

 ・知的創造活動の場にふさわしい環境づくりの一環として、スポーツ施設、課外活動施設、 
福利厚生施設等の改修整備の推進に努めるとともに、緑・池・広場等を有効に活用した潤
いのある屋外環境を形成する。 

 ・高齢者や身体障害者が円滑に施設を利用できるよう、段差の解消、身障者用トイレ等の整
備を積極的に進める。 

  ・外国人等多様な利用者のために、わかりやすい案内標識等の整備を積極的に進める。 
 ・エネルギー供給、情報通信等の基幹的設備について、信頼性、経済性、利便性等に配慮し
つつ、今後の教育研究の進展に十分対応できるよう計画的な整備の推進に努める。 
・企業等によるエネルギー設備の整備や学外施設等の活用についても積極的に取り組む。 
・学生サービス向上のため、トイレの自動洗浄と乾式化を計画的に実施する。 
・エネルギーの効率的使用を図るため、廊下等照明の人感センサー制御、実験研究室等の高
効率蛍光灯器具への更新を計画的に実施する。 
 

○施設等の有効活用及び維持管理に関する具体的方策 
 ・継続的に施設の自己点検・評価を実施し施設等の有効活用を更に推進する。 
 ・学内施設の有効活用を推進するために、全学一体的な管理体制を整備するとともに、事務
組織についても所要の調整を行うなど効率的な運用管理を行う。 

・弾力的、流動的に利用できるスペースを確保し、有効に活用していくための施設利用料を
徴収する「スペース課金」制度の導入を図る。 
・施設を長期間安全かつ有効に活用するため、施設の管理運営方針を踏まえ、ライフサイク
ルに応じた施設の点検、保守、管理、修繕等を計画的に実施する。 

 ・施設の適切な利用、エネルギ―の有効利用及び廃棄物の適切な処理等について、教職員は
もとより、学生まで意識・知識の浸透を図る。 
 

２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
○安全管理体制に関する基本方針 
・全学的に安全管理体制を強化する。 
 
 
 
 
 

○安全教育に関する基本方針 
・安全教育の強化を図る。 

○安全衛生管理体制の充実・改善に関する具体的方策 
・労働安全衛生法に基づいた安全管理のための組織体制を全学的に整備する。 
・実験室等の安全管理の徹底と改善を実施する。 
・業務別取扱物質に応じた事故防止マニュアルを作成する。 
・放射性物質、化学薬品等のデータベース管理システムの構築について検討する。 
・安全管理の学内査察制度を導入する。 
 

○安全教育の強化に関する具体的方策 
・危険有害業務従事者に対する安全研修計画を策定する。 
・学生に対し、実験・実習等の安全を確保するためのオリエンテーション等を強化するとと
もに継続指導を徹底する。 

 
 



 14

（別紙） 
学 部 等 の 記 載 

 
中 期 目 標 中 期 計 画 

 
別表（学部、研究科等） 
 
    

学部 工学部 

研究科 工学研究科 
技術経営研究科  

  
別表（収容定員） 
 
 

工学部             ９４０人 
平成１６年度 工学研究科           ９０４人 

（修士８１４人、博士９０人）
工学部             ９４０人 

平成１７年度 工学研究科           ９１４人 
（修士８２４人、博士９０人）

工学部             ９４０人 

平成１８年度 工学研究科           ９１６人 
（修士８１６人、博士１００人）

技術経営研究科（専門職学位課程） １５人 
工学部             ９４０人 

平成１９年度 工学研究科           ９１８人 
（修士８０８人、博士１１０人）

技術経営研究科（専門職学位課程） ３０人 
工学部             ９４０人 

平成２０年度 工学研究科           ９２８人 
（修士８０８人、博士１２０人）

技術経営研究科（専門職学位課程） ３０人 
工学部             ９４０人 

平成２１年度 工学研究科           ９２８人 
（修士８０８人、博士１２０人）

技術経営研究科（専門職学位課程） ３０人  
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 Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 
 
Ⅶ 短期借入金の限度額 
１ 短期借入金の限度額 
  １１億円 
 
２ 想定される理由 
  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と
して借り入れすることも想定される。 

 
Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

重要な財産を譲渡、処分する計画は想定していない。 
 

Ⅸ 剰余金の使途 
教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
Ⅹ その他 
１．施設・設備に関する計画 

施設・整備の内容 予定額（百万円） 財 源 

・小規模改修 
・災害復旧工事 

総額 
   ２７９ 

施設整備費補助金 
（２７９） 

（注１）金額については見込であり、中期目標を達成するために必要な業務の実施
状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改
修等が追加されることもある。 

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算している。 
    なお、各事業年度の施設整備費補助金については、事業の進展等により所

要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編
成課程等において決定される。 

 
２．人事に関する計画 
（１）教員人事の基本方針 
・技術科学の進展及び社会のニーズに対応した教育・研究体制の整備・充実を図ること
を目的に、教員人事については、学長を中心とした執行部の一元的把握の下に行う。 

・選考方法の公正・透明性を高めるために原則として完全公募制とし、採用、昇任の基
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準等の明文化及び教員に対する適切な任期制のあり方と戦略的な任期制の導入を検
討する。 
・女性及び外国人の積極的採用を図る。 
（２）事務系職員人事の基本方針 
・専門性に配慮した適切な人事配置を行うこととし、計画的な人事を実施する。 
・優れた人材の確保・養成や人事の活性化を図るため、引き続き他大学等との人事交流
を積極的に行う。 

（３）技術系職員人事の基本方針 
・社会のニーズ、本学の教育・研究体制の特徴、効率的運営体制の整備・充実等の視点
から、技術系職員による全学的な教育研究支援体制について検討する。 

（４）教職員に係る人事評価 
・優秀な教員及び質の高い職員を確保し、維持するため公正で透明性のある人事評価シ
ステムを整備する。 
・教職員の業績に基づく、インセンティブに富んだ適切な給与システムを整備する。 
 
（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み ２１，２５９百万円（退職手当は除く） 
 
３．中期目標期間を超える債務負担 

該当なし 
 
４．災害復旧に関する計画 
  平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震により被災した施設・設備の復旧整備を
すみやかに行う。 
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 
 

１．予 算  
平成１６年度～平成２１年度 予算 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

 

収入 

  運営費交付金 

  施設整備費補助金 

  船舶建造費補助金 

  施設整備資金貸付金償還時補助金 

  国立大学財務・経営センター施設費交付金 

自己収入 

  授業料及入学金検定料収入 

   附属病院収入 

    財産処分収入 

   雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

長期借入金収入 

計 

 

 

２４，０９４  

２７９  

０  

１，２８０  

０  

８，４０１  

８，０４１  

０  

０  

３６０  

      ２，９５５ 

０  

３７，００９  

 

支出 

業務費 

  教育研究経費 

  診療経費 

  一般管理費 

施設整備費 

  船舶建造費 

  産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

  長期借入金償還金 

計 

 

 

３２，４９５  

２８，２３２  

０  

４，２６３  

２７９  

０  

２，９５５  

１，２８０  

３７，００９   

 
[人件費の見積り] 

中期目標期間中総額 ２１，２５９百万円を支出する。（退職手当は除く） 
注）人件費の見積りについては、１７年度以降は１６年度の人件費見積り額を踏ま
え試算している。  

注）退職手当については、国立大学法人長岡技術科学大学退職手当規則に基づいて
支給することとするが、運営費交付金として措置される額については、各事業年
度の予算編成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。  

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。
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［運営費交付金の算定ルール］ 
 
○毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の事業区分に基づき、それぞれの
対応する数式により算定したもので決定する。 

 
Ⅰ〔学部教育等標準運営費交付金対象事業費〕 

①「一般管理費」：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理運営
経費の総額。L (y－１)は直前の事業年度における L (y)。 

②「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教
職員の人件相当額及び教育研究経費の総額。D (y－１)は直前の事業年度における D 
(y)。（Ｄ (x)は、設置基準に基づく教員にかかる給与費相当額。） 

③「附属学校教育研究経費」：附属学校の教育研究に必要な標準法上の教職員の人件
費相当額及び教育研究費の総額。D (y－１)は直前の事業年度における D (y)。（Ｄ 
(x)は、標準法に基づく教員にかかる給与費相当額。） 

④「教育等施設基盤経費」：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全
に必要となる経費。F (y－１)は直前の事業年度における F (y)。 

〔学部教育等標準運営費交付金対象収入〕 
⑤「入学料収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額。（平
成１５年度入学料免除率で算出される免除相当額については除外） 

⑥「授業料収入」：当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額。（平
成１５年度授業料免除率で算出される免除相当額については除外） 

 
Ⅱ〔特定運営費交付金対象事業費〕 

⑦「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究活動の実態に応じ必要と
なる教職員の人件費相当額及び教育研究経費の総額。D (y－１)は直前の事業年度に
おける D (y)。 

⑧「附属学校教育研究経費」：附属学校の教育研究活動の実態に応じて必要となる教
職員の人件費相当額及び教育研究経費の総額。D (y－１)は直前の事業年度における
D (y)。 

⑨「教育研究診療経費」：附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費
相当額及び教育研究診療経費の総額。E (y－１)は直前の事業年度における E (y)。 

⑩「附置研究所経費」：附置研究所の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及
び事業経費の総額。E (y－１)は直前の事業年度における E (y)。 

⑪「附属施設等経費」：附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び
事業経費の総額。E (y－１)は直前の事業年度における E (y)。 

⑫「特別教育研究経費」：特別教育研究経費として、当該事業年度において措置する
経費。 

⑬「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度に措置する経費。 
〔特定運営費交付金対象収入〕  
⑭「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分）、授業料収入（収容
定員超過分）、雑収入。平成１６年度予算額を基準とし、中期計画期間中は同額。 

 
Ⅲ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕  

⑮「一般診療経費」：附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相当額及び一般診
療経費の総額。平成１６年度予算額を基準とし、中期計画期間中は同額。 

⑯「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度に措置する経費。 
⑰「附属病院特殊要因経費」：附属病院特殊要因経費として、当該年度に措置する経
費。 
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〔附属病院運営費交付金対象収入〕  
⑱「附属病院収入」：附属病院収入。J (y－１)は直前の事業年度における J (y)。 
 

運営費交付金＝A  ( y )  ＋B  ( y )＋ C  ( y )  
１．毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付

金については、以下の数式により決定する。 
 

A  ( y )＝D  ( y )＋E  ( y )＋F  ( y )＋G  ( y )－H  ( y ) 
 

(1) D (y)＝｛D (y－１)×β (係数)×γ (係数)－Ｄ (x)｝×α (係数)＋Ｄ (x) 
(2) E (y)＝ E (y－１) ×β (係数) ×α (係数) 
(3) F (y)＝ F (y－１) ×α (係数)±ε (施設面積調整額) 
(4) G (y)＝G (y) 
(5) H (y)＝H (y) 
 
D (y)：学部・大学院教育研究経費（②、⑦）、附属学校教育研究経費（③・⑧）を対象。 
E (y)：教育研究診療経費（⑨）、附置研究所経費（⑩）、附属施設等経費（⑪）を対象。
F (y)：教育等施設基盤経費（④）を対象。 
G (y)：特別教育研究経費（⑫）を対象。 
H (y)：入学料収入（⑤）、授業料収入（⑥）、その他収入（⑭）を対象。 

 
２．毎事業年度の診療経費にかかる附属病院運営費交付金については、以下の数式により

決定する。 
B ( y )＝ I ( y )－ J ( y ) 

 
(1) I (y)＝ I (y) 
(2) J (y)＝ J (y－１) ＋K (y) 
[K (y)＝J’ (y)×λ (係数)－J’ (y)] 

 
〔その他〕附属病院運営費交付金算定ルールは、診療分の運営費交付金を受け
る附属病院のみ適用。 

 
I (y)：一般診療経費（⑮）、債務償還経費（⑯）、附属病院特殊要因経費（⑰）を対象。 
J (y)：附属病院収入（⑱）を対象。（J’ (y)は、平成１６年度附属病院収入予算額。 

K (y)は、「経営改善額」。） 
 
 

３．毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付
金については、以下の数式により決定する。 
C ( y )＝ L  ( y )＋ M  ( y ) 

 
(1) L (y)＝ L (y－１) ＋α (係数) 
(2) M (y)＝M (y) 

 
L (y)：一般管理費（①）を対象。 
M (y)：特殊要因経費（⑬）を対象。 
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【 諸 係 数 】 
α（アルファ） ：効率化係数。△１%とする。 
β（ベータ） ：教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必

要性を総合的に勘案して必要に応じ運用するための係数。各事業年度の
予算編成課程において当該事業年度おける具体的な係数値を決定。 
なお、物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する
には、一般管理経費についても必要に応じ同様の調整を行う。 

γ（ガンマ） ：教育研究組織係数。学部・大学院等の組織整備に対応するための係数。
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数
値を決定。 

ε（イプシロン）：施設面積調整額。施設の経年別有面積の変動に対応するための調整額。
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整
額を決定。 

λ（ラムダ） ：経営改善係数。２%とする。平成１７年度以降、中期計画期間中に相当
程度の収支改善を求めるための係数。 

 
 
注）運営費交付金は上記算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試算されたものであり、
各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程においてルールを適用して再計算
され、決定される。 

  なお、運営費交付金で措置される「特別教育研究経費」「特殊要因経費」については、
１７年度以降は１６年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額
の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において
決定される。 

 
注）施設整備費補助金、船舶建造費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、
長期借入金収入は、「施設・整備に関する計画」に記載した額を計上している。 

 
注）施設整備資金貸付金償還時補助金は、償還計画に基づく所要額を計上している。 
 
注）自己収入、産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成１５年度の最終受
入見込額により試算した収入予定額を計上している。 

 
注）産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。 
 
注）業務費、施設整備費、船舶建造費については、「中期計画期間中の予算の推計につい
て」により試算した支出予定額を計上している。 

 
注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等に
より行われる事業経費を計上している。 

 
注）長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。 
 
注）運営費交付金算定ルールに基づく試算において「教育研究政策係数」「教育研究組織
係数」は１とし、また、「施設面積調整額」については、面積調整はないものとして試
算している。 
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２．収支計画  
平成１６年度～平成２１年度 収支計画 

（単位 百万円） 

区 分 金 額 

 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究費等 

      役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

   減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

  経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

  附属病院収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

    雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返寄附金戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

純利益 

総利益 

 

３５，１７３  

３５，１７３  

３１，９２９  

７，２９９  

０  

１，５６０  

４１２  

１５，２４０  

７，４１８  

２，２９９  

０  

０  

９４５  

０  

 

３５，１７３  

３５，１７３  

２３，９２９  

５，３２２  

１，４９６  

２３２  

０  

１，５６０  

１，３２９  

０  

３６０  

５０１  

３０  

４１４  

０  

０  

０  

 
注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 
注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 
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３．資金計画  
平成１６年度～平成２１年度 資金計画 

（単位 百万円） 

区 分 金 額 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及入学金検定料による収入 

  附属病院収入 

  受託研究等収入 

    寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前期中期目標期間よりの繰越金 

 

３７，６２３  

３４，２２８  

１，５０１  

１，２８０  

６１４  

  

３７，６２３  

３５，４５０  

２４，０９４  

８，０４１  

０  

１，５６０  

１，３９５  

３６０  

１，５５９  

１，５５９  

０  

０  

６１４  

 
注）前期中期目標期間よりの繰越金は、奨学寄附金に係る国からの承継見込額 ６１４ 
 百万円である。 
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